
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
四
年
（
七

0
0
)
三
月
己
未
(
+
日
）
の
条
に
、
道
照
和
尚
の
物
化
に
つ
い
て
、

弟
子
等
奉
遣
教
。
火
葬
於
栗
原
。
天
下
火
葬
従
此
而
始
也
。

と
あ
り
、
正
史
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
わ
が
国
に
お
け
る
火
葬
の
初
源
と
す
る
。
つ
い
で
大
宝
二
年
（
七

0
二
）
十
二
月
甲
寅
（
廿
二
日
）
条
に

太
上
天
皇
崩
。
遺
詔
。
勿
素
服
奉
哀
。
四
外
文
武
官
焼
務
如
常
。
喪
葬
之
事
務
従
倹
約
。

と
あ
り
、
翌
一
＿
一
年
（
七

01―
-
）
十
二
月
癸
酉
(
+
七
日
）
の
条
に

是
曰
。
火
葬
於
飛
鳥
岡
゜

と
あ
っ
て
、
同
壬
午
（
廿
六
日
）
の
条
に

合
葬
於
大
内
山
陵
。

と
記
す
。
こ
の
あ
と
文
武
天
皇
に
つ
い
て
は
、
慶
雲
四
年
（
七

0
七
）
六
月
辛
巳
（
十
五
日
）
に

天
皇
崩
。
遣
詔
。
挙
哀
三
日
。
凶
服
一
月
。

と
あ
り
、
同
年
十
一
月
丙
午
（
十
二
日
）
に

日
本
上
代
の
火
葬
に
関
す
る
二
、

網

三
の
問
題

干

善

教
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≫
即
日
火
葬
於
飛
鳥
岡
。

と
記
し
、
同
甲
寅
（
二
十
日
）
に

奉
葬
於
檜
隈
安
古
山
陵
。

と
あ
る
。
こ
の
記
載
を
み
る
と
、
僧
道
昭
を
も
っ
て
火
葬
の
初
め
と
し
、
持
統
太
上
天
皇
、
文
武
天
皇
を
火
化
の
式
と
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
疑
問
点
が
あ
る
。

先
ず
、
最
も
基
本
と
な
る
問
題
点
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
火
葬
は
仏
教
の
思
想
、
あ
る
い
は
仏

教
の
制
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
公
伝
の
時
期
は
今
な
お
異
論
が
あ
り
、
一
応
、
五
三
八
年
説
、
・
五
五
二
説
が
有
力
視
さ
れ

て
い
る
が
、
概
ね
六
世
紀
中
頃
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
火
葬
の
始
源
は
道
昭
を
も
っ
て
し
、
持
統
・
文

武
天
皇
と
続
く
。
こ
れ
は
八
世
紀
初
頭
で
あ
っ
て
、
約
百
五
十
年
の
時
間
的
経
過
が
あ
る
。
こ
の
間
、
仏
教
は
法
興
寺
、
四
天
王
寺
、
法
隆

寺
、
大
官
大
寺
、
薬
師
寺
を
は
じ
め
、
各
地
に
お
い
て
造
寺
、
造
塔
、
造
仏
が
行
わ
れ
た
。
僧
尼
の
出
家
、
宮
中
に
お
け
る
経
典
の
講
説
、

一
切
経
の
書
写
も
行
わ
れ
て
い
る
。
火
葬
が
仏
教
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
仏
教
興
隆
の
時
期
に
、
何
故
火
葬
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
他
面
、
八
世
紀
の
初
頭
に
な
っ
て
、
突
然
火
葬
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

次
に
古
墳
の
築
造
と
火
葬
墓
の
出
現
の
関
係
に
つ
い
て
、
権
力
誇
示
の
た
め
に
築
造
し
た
巨
大
な
古
墳
が
、
仏
教
の
伝
来
に
よ
っ
て
造
寺

造
塔
に
変
化
し
、
や
が
て
薄
葬
思
想
の
普
及
に
よ
っ
て
、
古
墳
築
造
と
い
う
行
為
が
消
減
し
、
火
葬
が
盛
行
し
た
と
い
う
、
主
と
し
て
考
古

学
徒
か
ら
の
見
解
が
あ
る
。
こ
う
し
た
図
式
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
前
提
に
大
き
な
矛
盾
が
あ
る
。
例
え
ば
、
造
寺
造
塔
が
行
わ
れ
た
六

世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
ま
だ
大
規
模
な
古
墳
が
築
造
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
広
範
な
地
域
で
盛
ん
に
寺
院

の
建
立
が
行
わ
れ
た
天
武
以
前
に
ま
だ
火
葬
墓
は
出
現
し
て
い
な
い
と
い
う
現
実
も
あ
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
百
五
十
年
間
の
検
討
を
経
な
い
で
、
安
易
に
火
葬
は
仏
教
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。

第
二
に
、
文
献
に
よ
れ
ば
、
道
昭
の
火
葬
が
あ
り
、
一
＿
一
年
後
に
持
統
天
皇
、
七
年
後
に
文
武
天
皇
が
荼
砒
に
ふ
さ
れ
た
。
い
わ
ば
最
初
の

段
階
に
お
い
て
奈
良
前
期
を
代
表
す
る
道
昭
と
い
う
高
僧
、
続
い
て
天
皇
の
送
終
に
火
葬
が
行
わ
れ
る
と
い
う
現
象
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
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火
葬
を
積
極
的
に
受
容
し
た
の
は
高
僧
で
あ
り
、
天
皇
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
反
面
、
「
白
仏
。
一
二
宝
及
奴
止
仕
奉
流
天
皇
」
と
仏
に
帰
依
し
、
諸
国
に
国
分
寺
、
国
分
尼
寺
を
建
立
し
た
聖
武
天
皇

を
は
じ
め
、
光
明
皇
后
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
の
奈
良
時
代
の
天
皇
は
火
葬
さ
れ
て
い
な
い
。
火
葬
が
単
に
仏
教
徒
に
お
け
る
唯
一
の
葬
送

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
故
、
聖
武
天
皇
を
は
じ
め
そ
れ
以
後
、
至
尊
終
送
に
火
葬
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
あ
る
。
火
葬
は
確
か
に
西
国
の
式
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
背
景
に
は
思
想
的
な
面
だ
け
で
な
く
、
別

の
意
味
を
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
派
生
す
る
問
題
も
多
い
。
例
え
ば
、
火
葬
は
果
し
て
「
思
想
」
で
あ
る
か
、

ど
う
か
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

第
三
に
土
葬
（
埋
葬
）
と
火
葬
は
思
想
的
、
習
俗
的
に
全
く
異
質
も
の
と
す
る
前
提
が
あ
る
。
例
え
ば
、
火
葬
は
仏
教
思
想
に
基
づ
く
と

考
え
る
通
説
が
あ
る
。
若
し
そ
れ
を
是
認
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
の
天
皇
で
最
初
に
火
葬
さ
れ
た
の
は
持
統
天
皇
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な

＜
天
皇
は
天
武
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
、
火
葬
の
後
、
天
武
天
皇
陵
で
あ
る
檜
隈
大
内
陵
に
合
葬
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
天
武
天
皇
は
火
葬
で
な

く
土
葬
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
何
故
、
皇
后
で
あ
っ
た
持
統
天
皇
を
火
葬
し
、
し
か
も
天
武
天
皇
陵
に
合
葬
し
た
の
か
と
い
う
客
観
的
な
事

情
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

日
本
古
代
に
お
け
る
火
葬
の
始
源
に
つ
い
て
だ
け
考
え
て
み
て
も
、
端
的
に
火
葬
は
仏
教
思
想
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け

で
は
説
明
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
。
勿
論
、
こ
う
し
た
大
き
な
課
題
は
容
易
に
は
解
明
で
き
な
い
し
、
ま
た
多
く
の
論
証
の
手
続
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
―
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
、
問
題
の
提
起
と
し
た
い
。

わ
が
国
に
お
け
る
奈
良
前
期
の
後
半
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
行
わ
れ
た
火
葬
に
つ
い
て
、
現
在
ど
の
よ
う
な
見
解
が
な
さ
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
見
解
が
妥
当
性
の
あ
る
論
考
で
あ
る
か
ど
う
か
。
若
し
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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①
 

①
 

石
田
茂
作
氏
は

わ
が
国
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
の
は
普
通
欽
明
天
皇
一
三
年
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
徒
の
葬
法
と
も
考
え
ら
れ
る
火
葬
の
伝
え

る
。
そ
れ
以
前
は
仏
教
徒
で
も
わ
が
国
古
来
の
伝

ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
一
四
八
年
後
文
武
天
皇
四
年
道
昭
に
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ

統
葬
法
に
従
っ
て
、
円
墳
ま
た
は
前
方
後
円
墳
を
築
い
て
そ
れ
に
葬
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
飛
鳥
時
代
に
仏
教
徒
を
代
表
さ
れ
る
聖
徳
太

子
の
墓
が
一
ー
一
骨
一
廟
と
て
、
同
じ
玄
室
中
に
太
子
の
母
・
太
子
・
太
子
妃
の
お
一
―
一
方
の
棺
を
合
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
般
に
知
ら
れ

る
事
実
で
あ
る
。
僧
道
昭
に
よ
っ
て
火
葬
が
実
行
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
風
に
従
う
も
の
が
多
く
な
っ
た
。

と
あ
る
。
こ
の
論
理
の
展
開
は
理
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら

欽
明
天
皇
十
三
年
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
一
四
八
年
後
に
仏
教
徒
の
葬
法
で
あ
る
火
葬
が
伝
わ
っ
た
。

そ
れ
以
前
は
聖
徳
太
子
の
よ
う
な
仏
教
徒
で
も
火
葬
し
て
い
な
い
。

道
昭
以
後
は
そ
の
風
に
従
う
も
の
が
多
い
。

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
火
葬
が
仏
教
徒
の
葬
法
で
あ
る
と
規
定
し
な
が
ら
、
仏
教
徒
が
火
葬
さ
れ
ず
、
約
一
五

0
年
も
経
っ
て
道
昭
が
火

葬
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
意
識
も
な
け
れ
ば
、
論
理
の
矛
盾
に
対
す
る
認
識
も
な
い
。

②
 

さ
ら
に
同
書
に
お
い
て
、
久
保
常
晴
氏
は

白
鳳
時
代
に
入
っ
て
古
墳
に
仏
教
的
色
彩
の
濃
い
青
銅
製
婉
が
し
ば
し
副
葬
品
と
し
て
見
ら
れ
、
須
弥
壇
等
に
見
受
け
る
格
狭
間
の

意
匠
が
聖
徳
太
子
の
磯
長
御
廟
の
棺
台
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
石
棺
、
陶
棺
に
八
葉
蓮
華
文
鐙
瓦
を
文
様
的
に
表
わ
し
た
も
の
、
あ
る

い
は
鏡
苔
一
尊
仏
を
鋳
出
し
、
ま
た
埴
輪
に
白
眉
を
も
つ
も
の
等
仏
教
の
影
響
に
よ
る
も
の
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
が
薄
葬
の
傾
向
を
求

め
た
時
流
に
請
容
れ
ら
れ
、
火
葬
の
流
行
を
見
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
論
旨
が
曖
昧
で
あ
り
、
論
理
に
矛
盾
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

白
鳳
時
代
に
入
っ
て
古
墳
の
副
葬
品
に
仏
教
的
色
彩
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。

④ ③ ② ① 
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こ
れ
が
薄
葬
の
傾
向
を
求
め
た
時
流
に
う
け
容
れ
ら
れ
た
。

故
に
火
葬
の
流
行
を
み
た
。

③
 

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
書
で
森
郁
夫
氏
は

火
葬
墓
、
そ
れ
は
仏
教
思
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
定
着
し
て
い
る
。
古
代
に
お
い
て
こ
の
制
度
を
新
た
に
と
る

こ
と
は
、
葬
制
が
、
人
間
の
通
過
儀
礼
の
中
で
と
く
に
保
守
的
性
格
が
強
い
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
極
め
て
革
新
的
な
こ
と
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

正
史
に
「
天
下
の
火
葬
此
れ
よ
り
始
ま
る
也
」
と
し
て
遣
教
を
承
け
た
形
で
僧
道
昭
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
火
葬
を
正
当
化
し

て
広
め
る
た
め
の
口
実
と
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
中
尾
山
古
墳
や
益
田
岩
船
な
ど
は
火
葬
墓
の
可
能
性
が
あ
り
、
現
実
に
は
す
で
に

火
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
さ
れ
る
。
確
か
に
土
葬
の
行
わ
れ
て
い
た
社
会
に
火
葬
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
革
新
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が

①
道
昭
の
遺
教
を
、
何
故
に
「
口
実
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

②
こ
の
論
述
か
ら
み
る
限
り
、
中
尾
山
古
墳
も
、
森
氏
が
火
葬
墓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
益
田
岩
船
が
、
道
昭
の
火
葬
以
前
の
火

葬
墓
と
さ
れ
る
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
か
。

と
い
う
資
料
の
実
証
性
に
対
す
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
火
葬
が
道
昭
の
遣
教
で
あ
り
、
中
尾
山
古
墳
や
益
田
岩
船
が
道
昭
火

葬
以
後
で
あ
る
と
す
る
と
そ
の
論
理
は
意
味
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

④
 

さ
ら
に
佐
藤
安
乎
氏
は

仏
教
的
葬
制
と
い
え
ば
火
葬
が
想
い
浮
ぶ
。
し
か
し
わ
が
国
に
お
い
て
仏
教
徒
の
葬
法
が
火
葬
の
み
で
あ
る
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
。
土
葬
も
か
な
り
認
め
ら
れ
る
。
実
際
の
墳
墓
に
お
い
て
火
葬
、
あ
る
い
は
土
葬
の
認
定
を
果
す
こ
と
は
易
い
が
、
そ
れ

を
仏
教
徒
の
墳
墓
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
土
葬
に
よ
っ
て
葬
ら
れ
た
仏
教
徒
も
あ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
に
は
土
拡

墓
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
墳
墓
標
識
に
仏
教
的
墓
標
な
ど
が
見
出
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
被
葬
者
が
仏
教
徒
で
あ
る
と
軽
々
し
く
認

③ ② 

- 5 -



と
さ
れ
る
。
こ
の
論
考
は
、
仏
教
と
火
葬
の
関
係
を
肯
定
し
、
否
定
し
、
肯
定
し
、
最
後
は
抽
象
論
で
終
っ
て
お
り
、
主
張
が
何
で
あ
る
か

不
明
確
で
あ
る
。

⑥
 

火
葬
に
つ
い
て
常
に
積
極
的
な
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
藤
沢
一
夫
氏
は

南
鮮
の
百
済
は
、
火
葬
墳
墓
を
有
し
な
い
ら
し
い
北
方
中
国
系
統
の
高
句
麗
文
化
を
基
盤
と
し
、
そ
の
上
に
梁
、
陳
な
ど
の
南
方
中

国
文
化
を
、
つ
づ
い
て
大
唐
文
化
を
移
入
開
花
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
百
済
に
お
け
る
火
葬
墳
墓
の
盛
行
が
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
南
方
中
国
に
お
け
る
墓
制
の
一
部
の
影
響
の
下
に
生
れ
た
の
が
百
済
ひ
い
て
は
三
国
新
羅
の
火
葬
墳
墓

で
あ
り
、
百
済
・
大
唐
な
ど
親
交
の
あ
っ
た
日
本
の
そ
れ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

仏
教
に
伴
う
火
葬
習
俗
の
伝
来
は
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
被
火
葬
者
た
る
の
栄
誉
を
担
っ
た
僧
道
昭
が
百
済
帰
化
氏
族
の
出
身
で

と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
続
日
本
紀
』
の
中
で
道
昭
の
火
葬
の
記
事
を
こ
ま
か

識
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
踏
え
て
考
え
る
と
き
土
葬
の
場
合
は
と
も
か
く
、
火
葬
の
場
合
は
ほ
ぽ
仏
教
的
葬
法

と
し
て
葬
ら
れ
た
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
さ
れ
る
。
前
段
の
主
張
は
、
そ
れ
な
り
に
問
題
意
識
が
あ
る
が
、
後
段
の
核
心
の
部
分
に
ふ
れ
る
と
最
初
の
問
題
意
識
が
混
乱
し
て
い
る
。

⑤
 

斎
藤
忠
氏
は
最
近
の
著
書
に
お
い
て

火
葬
が
道
昭
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
採
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
後
の
発
達
は
仏
教
の
発
達
と
歩
調
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
火

葬
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
仏
教
へ
の
帰
依
が
具
体
化
し
た
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
、
仏
教
と
火
葬
と
が
強
く
結
合
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
日
本
に
お
け
る
火
葬
の
採
用
は
、
果
し
て
道
昭
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
•
ー
・
（
窯
塚
の
挙
例
略
）
…
…
し
た

が
っ
て
道
昭
以
前
に
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
（
中
略
）

日
本
に
お
け
る
火
葬
ほ
道
昭
よ
り
さ
か
の
ぽ
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
、

く
描
写
し
、

「
我
国
の
火
葬
此
れ
よ
り
始
ま
る
な
り
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
な
り
に
意
義
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
仏
教
と
火
葬
と
の
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
に
含
蓄
の
深
い
も
の
の
あ
る
こ
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あ
る
と
い
う
点
を
重
視
す
れ
ば
、
百
済
を
経
由
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
入
唐
し
て
新
知
識
を
獲
得
し
た
人
物
で
あ
る
と

い
う
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
遣
言
し
て
大
唐
の
そ
れ
を
直
接
に
受
容
し
実
践
し
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
二
者
択
一
ほ
、
恐
ら
く
存
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
南
方
中
国
の
当
代
火
葬
墳
墓
の
報
告
を
侯
っ
て
、
百
済
の
火
葬
墳
墓
な

い
し
蔵
骨
器
と
対
比
考
察
す
る
ほ
か
は
な
い
が
…
…
。
（
以
下
略
）

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
百
済
か
ら
の
影
響
、
あ
る
い
ほ
南
方
中
国
の
出
土
の
あ
る
の
を
侯
つ
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
。
将
来
若
し
仮
に

一
例
が
彼
地
に
出
土
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
奈
良
時
代
の
わ
が
国
の
火
葬
に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

⑦
 

最
後
に
東
野
治
之
氏
の
所
見
を
挙
け
て
お
く
。
東
野
氏
は

広
く
官
人
層
に
火
葬
が
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
仏
教
思
想
と
の
関
連
ば
か
り
で
は
な
く
、
律
令
制
の
根
幹
と
な
っ
た
令
の
規
定
の

中
に
、
死
亡
者
の
火
葬
を
命
じ
た
賦
役
令
、
軍
防
令
の
規
定
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
も
、
そ
れ
な
り
の
理
由
は
あ
る
が
、
文
献
に
お
い
て
み
る
限
り
、
火
葬
は
官
人
層
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
道
昭
や
持
統
・
文
武
天
皇
な
ど
の
葬
送
が
、
遣
教
若
し
く
は
遣
詔
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
習
が
積
極
的
に

及
ん
だ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
火
葬
の
始
源
は
官
人
層
に
お
け
る
発
意
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
官
人
層
に
も
及
ん
だ

以
上
挙
げ
た
論
考
は
、

日
本
に
お
け
る
火
葬
の
始
源
を
考
証
し
よ
う
と
意
図
さ
れ
た
意
見
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
が
、
火
葬
や
仏
教
思
想
に

つ
い
て
無
関
心
で
通
読
す
れ
ば
、
い
か
に
も
論
理
性
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
論
考
か
ら
、
わ
が
国
に
お

け
る
火
葬
の
始
源
に
つ
い
て
理
解
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
論
旨
が
何
で
あ
る
か
を
見
究
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ

れ
の
問
題
意
識
が
核
心
に
ふ
れ
る
と
風
化
し
、
混
乱
し
、
錯
乱
す
る
と
い
う
結
果
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
問
題
自
身
が
非
常
に
難
解
で
あ
り
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
り
と
て
安
易
に
、
曖
昧
な
論
考
で
終
始
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
重
要
課
題
で
あ
る
と
思
う
。

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
ど
う
か
。
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そ
こ
で
―
つ
の
考
え
方
と
し
て
私
見
を
提
示
す
る
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
文
献
的
に
、
考
古
学
的
実
証
す
る
こ
と
は
、
将
来
の

研
究
に
侯
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
あ
る
。

私
見
は
、
結
論
的
に
い
う
な
れ
ば
、

日
本
に
お
け
る
奈
良
時
代
前
期
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
火
葬
の
嘩
入
は
、
そ
の
背
景
に
新
羅

、、

（
新
羅
仏
教
の
影
響
も
ふ
く
め
て
）
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
本
来
火
葬
は
思
想
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
初
現
の
火
葬
の
習
は
、
短

期
間
に
、
仏
教
と
は
か
か
わ
り
な
し
に
官
人
に
も
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
そ
の
論
拠
を
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

新
羅
に
お
け
る
火
葬
の
始
源
は
明
確
で
は
な
い
が
、
文
献
に
よ
る
と
統
一
新
羅
の
英
主
第
三

0
代
文
武
王
が
火
化
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
『
三
国
史
記
』
巻
第
七
「
新
羅
本
紀
」
の
文
武
王
二
十
一
年
（
六
八
一
）
の
条
に

七
月
一
日
王
斃
。
日
文
武
。
群
臣
以
遺
言
葬
東
海
口
大
石
上
。
俗
伝
王
化
為
龍
初
指
石
為
大
王
石
（
中
略
）
属
練
之
後
十
日
。
便
於

庫
門
外
庭
。
依
西
国
之
式
。
以
火
焼
葬
。
服
軽
重
自
有
常
科
。
喪
制
度
務
従
倹
約
。

と
あ
る
。
「
西
国
之
式
」
と
は
イ
ン
ド
の
習
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
何
故
文
武
王
が
西
国
の
式
に
則

っ
て
の
火
葬
を
遺
命
と
し
た
の
か
と
い
う
事
情
で
あ
り
、
文
中
に
み
る
「
喪
制
度
務
従
検
約
」
と
い
う
歴
史
的
背
景
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
ア

ジ
ア
に
お
け
る
火
葬
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
義
を
も
つ
。

文
武
王
に
つ
い
で
、
第
三
四
代
孝
成
王
も
火
葬
さ
れ
て
い
る
。
『
＝
一
国
史
記
』
巻
第
九
孝
成
王
六
年
（
七
四
一
）
の
条
に

五
月
…
…
王
斃
諮
日
孝
成
。
以
遣
命
焼
柩
於
法
流
寺
南
。
散
骨
東
海
。

と
あ
る
。
『
三
国
遣
事
』
巻
第
一
「
王
暦
第
一
」
に
は

法
流
寺
火
葬
。
骨
散
東
海
。

と
ほ
ぽ
同
じ
内
容
を
記
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
第
三
七
代
宜
徳
王
に
つ
い
て
も
『
三
国
史
記
』
巻
第
九
、
宜
徳
王
五
年
（
七
八
四
）
の
条
に
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死
後
依
仏
制
焼
火
。
散
骨
東
海
。
至
十
三
日
斃
。
監
曰
憲
徳
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
仏
制
に
よ
り
て
焼
火
」
と
あ
り
、
仏
教
の
習
に
よ
る
火
葬
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
第
三
八
代
元
聖
王
に
つ
い
て
も
『
三
国
史
記
』
巻
第
十
、
元
聖
王
十
四
年
（
七
九
八
）
の
条
に

冬
十
二
月
二
十
九
日
王
斃
諮
元
聖
。
以
遣
命
挙
柩
焼
於
奉
徳
寺
南

と
あ
っ
て
、
や
は
り
荼
砒
に
付
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
下
『
三
国
遣
事
』
に
よ
る
と
、
第
四
二
代
興
徳
王
十
年
（
八
三
五
）
に
は

陵
在
安
康
北
。
比
火
壊
。
与
妃
昌
花
合
葬
。

と
あ
り
、
第
五
一
代
真
聖
女
王
十
年
（
八
九
六
年
）
に
は

火
葬
。
散
骨
子
牟
梁
西
岳
。
一
作
未
黄
山
。

と
あ
り
、
つ
い
で
五
二
代
孝
恭
王
四
年
（
九

0
0
)
に
は

火
葬
。
帰
子
寺
北
。
骨
蔵
千
仇
知
堤
東
山
脇
゜

と
記
し
、
五
三
代
神
徳
王
五
年
（
九
一
六
）
に
は

火
葬
。
蔵
骨
千
策
視
南
。

さ
ら
に
、
五
四
代
景
明
王
七
年
（
九
ニ
―
―
-
）
に
つ
い
て
は

火
葬
。
皇
福
寺
。
散
骨
子
省
等
偲
山
西
。

と
記
し
て
い
る
。

以
上
は
統
一
新
羅
時
代
に
お
け
る
新
羅
王
の
火
葬
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
つ
。

第
一
に
、
『
三
国
遺
事
』
は
と
も
か
く
『
三
国
史
記
』
に
み
え
る
文
武
王
の
火
葬
は
六
八
一
年
で
あ
り
、
元
聖
王
の
火
葬
は
七
九
八
年
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
は
、
わ
が
国
で
は
天
武
朝
か
ら
桓
武
天
皇
の
延
暦
年
間
ま
で
と
な
り
、
日
本
に
お
け
る
紀
年
銘
の
あ
る
火
葬
墓
誌
の

す
べ
て
を
ふ
く
み
、
火
葬
に
関
す
る
新
羅
と
日
本
と
の
関
係
を
考
え
る
の
に
一
つ
の
視
点
と
な
る
。
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第
二
に
、
文
武
王
が
、
何
故
西
国
の
式
に
よ
っ
て
火
葬
さ
れ
た
か
。

第
三
に
、
文
武
王
に
お
け
る
「
喪
制
度
務
倹
約
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
唐
や
わ
が
国
と
の
関
係
は
ど
う
か
。

第
四
に
孝
成
王
、
元
聖
王
に
お
け
る
「
法
流
寺
南
」
「
奉
徳
寺
南
」
と
い
う
火
葬
の
場
所
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

第
五
に
孝
成
王
以
後
景
明
王
に
い
た
る
ま
で
の
新
羅
王
に
散
見
す
る
「
散
骨
」
と
、
わ
が
国
に
お
け
る
淳
和
天
皇
の
「
砕
骨
為
粉
散
」
の

関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

第
一
の
火
葬
の
時
期
に
関
す
る
問
題
と
し
て
は
、
結
論
的
に
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
火
葬
の
初
現
は
、
新
羅
特
に
新
羅
仏
教
の
影
響
に
よ

る
と
考
え
る
。
要
す
る
に
文
武
王
が
西
国
の
式
に
よ
っ
て
火
葬
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
わ
が
国
の
道
昭
、
持
統
・
文
武
天
皇
の
火
葬
に
影
響

を
与
え
た
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
節
で
検
討
す
る
。

第
二
に
新
羅
文
武
王
が
何
故
西
国
の
式
に
則
っ
て
火
葬
を
遺
命
と
し
た
の
か
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
文
武
王
と
仏
教
と

の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
三
国
遺
事
』
巻
第
二
「
文
虎
（
武
）
王
法
敏
」
の
条
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

時
唐
之
滸
兵
・
諸
将
兵
。
有
留
鎮
而
将
謀
襲
我
者
。
王
覚
之
。
発
兵
之
。
明
年
。
高
宗
使
召
仁
問
等
譲
之
日
。
爾
請
我
兵
以
減
麗
。
害

之
何
耶
゜
乃
下
円
扉
。
錬
兵
五
十
万
。
以
膵
那
為
帥
。
欲
伐
新
羅
。
時
義
相
師
西
学
入
唐
。
来
見
仁
問
。
仁
問
以
事
論
之
。
相
乃
東
還

上
聞
。
王
甚
憚
之
。
会
群
臣
問
防
禦
策
。
角
千
金
天
尊
日
。
近
有
明
朗
法
師
入
龍
宮
・
伝
秘
法
以
来
。
請
詔
問
之
。
朗
奏
日
。
狼
山
之

南
有
神
遊
林
。
創
四
天
王
寺
於
其
地
。
開
設
道
場
則
可
突
。
時
有
貞
州
使
走
報
日
。
唐
兵
無
数
至
我
境
。
廻
艇
海
上
。
王
召
明
朗
日
。

事
已
逼
至
如
何
。
朗
日
以
彩
吊
仮
捕
突
。
王
以
彩
吊
営
寺
。
草
捕
五
方
神
像
。
以
喩
珈
明
僧
十
二
員
・
明
朗
為
上
首
。
作
文
豆
婁
秘
密

之
法
。
時
唐
羅
兵
未
交
接
。
風
濡
怒
起
。
唐
肛
皆
没
於
水
。
後
改
荊
寺
。
名
四
天
王
寺
。
至
今
不
墜
壇
席
。
-
翫
芦
繹
疇
蝉
。
後
年
辛
未
゜

唐
更
遣
趙
憲
為
帥
。
亦
以
五
万
兵
来
征
。
又
作
其
法
。
肛
没
如
前
。
是
時
翰
林
郎
朴
文
俊
。
随
仁
問
在
獄
中
。
高
宗
召
文
俊
日
。
汝
国

有
何
密
法
。
再
発
大
兵
。
無
生
還
者
。
文
俊
奏
日
。
陪
臣
等
来
於
上
国
一
十
余
年
。
不
知
本
国
之
事
。
但
遥
聞
一
事
爾
。
厚
荷
上
国
之

恩
。
一
統
三
国
。
欲
報
之
徳
。
新
姻
天
王
寺
於
狼
山
之
南
。
祝
皇
寿
万
年
・
長
開
法
席
而
已
。
高
宗
聞
之
大
悦
。
乃
遣
礼
部
侍
郎
楽
鵬
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亀
使
於
羅
・
審
其
寺
。
王
先
聞
唐
使
将
至
。
不
宜
見
呟
寺
。
乃
別
荊
新
寺
我
其
南
待
之
。
使
至
日
。
必
先
行
香
於
皇
帝
祝
寿
之
所
天
王

寺
。
乃
引
見
新
寺
。
其
使
立
於
門
前
曰
。
不
是
四
天
王
寺
。
乃
望
徳
遥
山
之
寺
。
終
不
入
。
国
人
以
金
一
千
両
贈
之
。
其
使
乃
還
奏
日
。

新
羅
肪
天
王
寺
。
祝
皇
寿
於
新
寺
而
已
。
因
唐
使
之
言
。
因
名
望
徳
寺
。
疇
渫
”
蝉
注
王
聞
文
俊
善
奏
。
帝
有
寛
赦
之
意
。
乃
命
強
首

先
生
作
請
放
仁
問
表
。
以
舎
人
遠
萬
奏
於
唐
。
帝
見
表
流
洗
。
赦
仁
問
慰
送
之
。
仁
問
在
獄
時
。
国
人
為
期
寺
名
仁
容
寺
。
開
設
観
音

道
場
。
及
仁
問
来
還
。
死
於
海
上
。
改
為
弥
咆
道
場
。
至
今
猶
存
。
大
王
御
国
二
十
一
年
。
以
永
隆
一
一
年
辛
巳
崩
。
遺
詔
葬
於
東
海
中

大
巌
上
。
王
平
時
常
謂
智
義
法
師
日
。
朕
身
後
願
為
護
国
大
龍
。
崇
奉
仏
法
。
守
護
邦
家
。
法
師
日
。
龍
為
畜
報
何
。
王
曰
。
我
厭
世

間
栄
華
久
突
。
若
塵
報
為
畜
。
則
雅
合
朕
懐
突
。

こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
文
武
王
の
所
依
は
仏
教
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
救
国
の
師
と
し
た
の
は
僧
義
湘
で
あ
っ
た
。

義
湘
は
「
海
東
華
厳
の
初
祖
」
と
称
さ
れ
る
高
僧
で
あ
り
、
『
宋
高
僧
伝
』
巻
四
あ
る
い
は
『
三
国
遣
事
』
巻
四
に
よ
っ
て
そ
の
事
蹟
が

知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
遣
唐
僧
と
し
て
長
安
終
南
山
至
相
寺
に
赴
き
、
知
像
三
蔵
に
つ
い
て
華
厳
を
綜
習
し
、
（
『
宋
高
僧
伝
』
）
、
儀
鳳
元
年

（
六
七
六
）
大
伯
山
に
帰
り
、
朝
旨
を
奉
じ
て
浮
石
寺
を
創
し
、
大
乗
を
敷
敵
し
（
『
三
国
遣
事
』
）
た
と
あ
る
。
伝
に
よ
る
と
、
七

0
二
年

遷
化
し
た
。
『
宋
高
僧
伝
』
に
よ
る
と
「
湘
終
本
国
。
塔
亦
存
焉
」
と
あ
る
。

⑨
 

義
湘
と
同
時
代
に
僧
元
暁
が
い
た
。
「
義
湘
伝
」
に
「
与
元
暁
法
師
同
志
西
遊
。
」
と
あ
り
、
「
嘗
与
湘
法
師
入
唐
。
慕
笑
三
蔵
慈
恩
之
門
。
」

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
元
暁
は
入
唐
し
長
安
慈
恩
寺
に
お
い
て
玄
排
の
下
で
法
相
を
学
ん
だ
高
僧
で
あ
る
。
伝
に
よ
る
と
、
六
八
六
年
に
遷

化
し
た
。
わ
が
国
で
火
葬
始
之
と
さ
れ
る
僧
道
昭
も
白
雉
四
年
（
六
五
一
―
-
）
入
唐
し
、
玄
排
の
教
え
を
受
け
、
法
相
を
学
び
、
斉
明
天
皇
七

⑩
 

年
（
六
六
一
年
）
に
帰
朝
し
、
摂
論
宗
伝
え
た
高
僧
で
あ
り
、
法
相
初
伝
（
飛
鳥
伝
•
第
一
伝
と
も
い
う
）
の
僧
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
元
暁
・
義
湘
と
文
武
王
、
道
昭
と
天
武
・
持
統
と
い
う
関
係
に
類
似
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
文
武
王
の
仏
教
崇
敬
は
入
唐
新
羅
僧
の
教
化
に
よ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

第
三
の
『
三
国
史
記
』
に
み
る
文
武
王
の
「
喪
制
度
務
倹
約
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
の
ほ
唐
高
祖
の
遣
命
で
あ
る
。
唐
高
祖
は
六
二
六
年
崩
じ
た
が
『
旧
唐
書
』
巻
一

「
本
紀
第
一
」
高
祖
九
年

- 11 -



、
、
、
、
、
、
、
、

太
上
天
皇
崩
。
遣
詔
。
勿
素
服
挙
哀
。
内
外
文
武
官
漿
務
如
常
゜
喪
葬
之
事
務
従
倹
約
。

と
あ
る
。
各
々
の
遣
詔
を
比
較
す
る
と
「
陵
制
」
「
喪
制
」
の
相
違
は
あ
る
が
、
要
旨
は
「
務
め
て
倹
約
に
従
へ
（
ふ
）
」
と
い
う
薄
葬
の
表

意
で
あ
り
、
表
現
も
同
一
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
文
の
表
記
は
唐
高
祖
か
ら
文
武
王
、
そ
し
て
持
統
天
皇
へ
と
各
々
の
遺
命
の
文
章
が
引
用

さ
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
こ
と
に
文
武
王
の
遺
命
と
持
統
天
皇
の
遣
詔
を
比
較
す
る
と
「
喪
制
度
」
と
「
喪
葬
之
事
」
と
い
う
表
記
の

差
異
は
あ
る
が
、
文
意
は
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
文
武
王
の
遣
命
が
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
持
統
天
皇
の
遣
詔

に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
文
武
王
は
新
羅
王
で
最
初
に
火
葬
さ
れ
、
持
統
天
皇
は
ま
た
わ
が
国
で
最
初
に
火

花
葬
送
の
行
わ
れ
た
天
皇
で
あ
る
点
を
考
え
る
と
、
両
者
の
有
機
的
な
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
の
視
点
と
し
て
指
摘
し
た
孝
成
王
、
元
聖
王
の
火
葬
に
お
け
る
寺
院
と
の
関
係
で
あ
る
。
新
羅
で
は
仏
教
が
伝
わ
っ
た
後
、
法
典
王

十
四
年
以
後
、
真
興
王
、
善
徳
女
王
の
時
代
に
隆
盛
を
み
、
興
輪
寺
、
永
典
寺
、
皇
龍
寺
、
芥
皇
寺
な
ど
の
諸
大
寺
が
創
建
さ
れ
た
。
統
一

新
羅
に
な
っ
て
仏
教
は
ま
す
ま
す
盛
と
な
り
、
文
武
王
の
四
天
王
寺
、
神
文
王
の
感
恩
寺
、
奉
徳
寺
、
聖
徳
王
の
甘
山
寺
、
景
徳
王
の
仏
国

寺
な
ど
諸
大
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
陵
を
記
す
に
寺
院
よ
り
の
方
向
を
示
す
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
が
、
特
に
意
識

⑤
 

的
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
も
あ
る
。
孝
成
王
、
元
聖
王
の
荼
砒
の
場
所
を
法
流
寺
南
、
奉
徳
寺
南
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
例
と
考
え

て
よ
い
。
明
ら
か
に
仏
教
寺
院
と
の
か
か
わ
り
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

第
五
の
視
点
と
し
て
挙
げ
た
、
孝
成
王
以
後
景
明
王
に
い
た
る
ま
で
の
「
散
骨
」
で
あ
る
。
わ
が
国
の
『
喪
葬
令
』
に

寅
の
条
に

五
月
庚
子
の
条
に

、
、
、
、
、
、
、

其
服
軽
重
悉
従
漢
制
。
以
日
易
月
。
園
陵
制
度
務
倹
約
。

と
す
る
。
対
し
て
文
武
王
の
遣
詔
は

、
、
、
、
、
、
、

服
軽
重
自
有
常
科
。
喪
制
度
務
従
倹
約
。

と
記
す
。
わ
が
国
で
は
天
皇
位
に
あ
っ
て
、
最
初
に
火
葬
さ
れ
た
持
統
太
上
天
皇
の
遺
詔
は
『
統
日
本
紀
』
文
武
天
皇
大
宝
二
年
十
二
月
甲
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一
切
従
薄
゜

凡
三
位
以
上
。
及
別
祖
氏
宗
。
並
得
営
墓
。
以
外
不
合
。
雖
得
営
墓
。
若
欲
・
大
蔵
者
聴
゜

⑥
 

と
あ
る
。
こ
の
「
大
蔵
」
に
つ
い
て
、
「
火
蔵
」
の
誤
記
と
み
て
「
火
葬
」
と
考
え
る
説
と
、

⑤
 

也
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
「
散
骨
」
と
す
る
学
説
が
あ
る
。

（
巻
第

「
王
暦
」

『
令
集
解
』
の
注
記
に
「
古
記
云
以
骨
除
散

そ
の
論
議
は
と
も
か
く
、
散
骨
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
淳
和
天
皇
の
葬
送
で
あ
る
。

五
月
辛
巳
の
条
に

後
太
上
天
皇
願
命
皇
太
子
日
。
予
素
不
尚
華
筋
゜
況
擾
耗
人
物
乎
。
欽
葬
之
具
。

と
あ
り
、
戊
子
の
条
に

此
夕
。
奉
葬
後
太
上
天
皇
於
山
城
国
乙
訓
郡
物
集
村
。
御
骨
砕
粉
。
奉
散
大
原
野
西
山
嶺
上
。

『
続
日
本
後
記
』
仁
明
天
皇
承
和
七
年
（
八
四

0
)

（
中
略
）
今
宜
砕
骨
為
粉
散
之
山
中
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
斎
藤
忠
氏
は
「
私
は
、
大
蔵
を
散
骨
と
な
し
、
こ
の
風
習
が
案
外
広
く
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
み
な
し
た
い
。

．．． 

…
ま
た
淳
和
天
皇
の
散
骨
に
よ
ら
れ
た
葬
法
も
、
仏
教
思
想
の
影
響
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
仏
教
の
発
達
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
た

⑤
 

も
の
で
は
な
く
、
国
民
の
間
に
長
く
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
仏
教
思
想
と
結
合
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
斎
藤
氏

の
論
旨
は
万
葉
集
挽
歌
に
み
え
る
「
朝
蒔
き
し
」
「
蒔
け
ば
」
な
ど
が
散
骨
で
あ
り
、
こ
れ
は
国
民
の
間
に
行
わ
れ
て
い
た
風
習
で
あ
り
、

仏
教
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
仏
教
思
想
と
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
文
章
の
意
味
は
よ
く
理
解
で
き
な
い

が
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
考
え
方
で
な
く
、
少
く
と
も
淳
和
天
皇
の
散
骨
の
遣
詔
や
、
嵯
峨
天
皇
に
み
ら
れ
る
極
端
な
薄
葬
の
背
景
は
、
仏
教

国
新
羅
王
の
徹
底
的
な
薄
葬
で
あ
る
と
み
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
間
の
事
情
は
先
き
に
挙
げ
た
新
羅
王
に
お
け
る
葬
送
記
事
の
『
三
国
史
記
』
（
新
羅
本
紀
）
と
『
三
国
遣
事
』

第
一
）
と
照
合
す
れ
ば
ほ
ぼ
理
解
で
き
る
も
の
と
思
う
。
こ
れ
を
要
約
し
表
示
す
る
と
次
の
如
く
に
な
る
。
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四

な
お
付
記
す
る
こ
と
は
後
太
上
天
皇
（
淳
和
）
の
登
瑕
に
つ
い
て
甲
午
の
条
の

、
、
、
、

自
有
通
規
。
以
日
易
月
。

は
、
前
述
の
薄
葬
を
旨
と
し
た
唐
高
祖
の

、
、
、
、

其
服
軽
重
悉
従
漢
制
。
以
日
易
月
。

、、

と
あ
る
の
と
同
意
で
あ
る
こ
と
も
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
新
羅
で
は
じ
め
て
火
葬
し
た
文
武
王
と
、
わ
が
国
で
は
じ
め
て
太
上
天

、、

皇
を
火
葬
し
、
自
ら
も
火
化
の
式
に
従
っ
た
文
武
天
皇
の
謳
名
が
同
一
で
あ
る
こ
と
は
、
単
に
偶
然
の
一
致
で
あ
ろ
う
か
。
文
武
王
の
斃
去

｀
が
六
八

0
年
で
あ
り
、
文
武
天
皇
が
慶
雲
四
年
崩
御
の
際
廿
五
オ
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
出
世
は
天
武
十
二
年
（
六
八
三
年
）
と
な
り
、

時
期
が
近
接
す
る
こ
と
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

新羅における火葬をかようにみるならば、その新羅も日本との関連はどうであろうかということが次の問題となる。
九九 九8八 八 八 八 七 七 七 年

ニー 七四〇四二九八 八四
ニ四六二六四ー 代

五五五五嵯淳四三三三 天

代四三代ニ代ー代 峨和 ニ代代八七代代四 皇

景神 孝 真 興元宜孝 新

明徳恭聖天天 徳聖徳成 羅
女 王

王王王王皇皇王王王王

＂火火＂火火吋^嘉御骨比火男柩鍔依い焼劣火 記

閉 贅ッ 店褥東

事
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R
 

飛
鳥
時
代
の
仏
教
史
研
究
の
近
時
の
動
向
と
し
て
、
三
つ
の
流
れ
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
田
村
円
澄
氏
は
、
こ
れ
に
つ
い
て

9
百
済
・
高
句
麗
僧
の
時
代
•
…
…
・
・
第
一
期

⇔
大
唐
学
問
僧
の
時
代
…
…
·
…
…
•
•
第
二
期

国
新
羅
学
問
僧
の
時
代
…
…
…
…
…
第
三
期

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

飛
鳥
京
の
仏
教
の
第
一
期
•
第
二
期
の
一
五
0
年
間
、
す
な
わ
ち
飛
鳥
時
代
に
は
新
羅
僧
の
来
日
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
く
、
し
か

も
指
導
的
な
地
位
に
つ
い
た
僧
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
白
鳳
時
代
に
相
当
す
る
天
武
・
持
統
・
文
武
・
元
明
の
四
朝
四

0
年
間
、
す
な

わ
ち
飛
鳥
京
の
仏
教
の
第
三
期
に
は
新
羅
使
の
来
日
は
連
年
の
よ
う
に
つ
づ
き
、
日
本
と
新
羅
と
の
間
柄
は
緊
密
と
な
っ
た
。
す
で
に

百
済
・
高
句
麗
は
滅
亡
し
て
い
た
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
日
本
と
新
羅
と
の
友
好
関
係
は
注
目
に
価
す
る
。
も
ち
ろ
ん

新
羅
学
問
僧
の
派
遣
も
活
発
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
こ
の
時
期
の
新
羅
仏
教
は
、
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
。
（
中
略
）
飛
鳥
京
の
仏
教

の
第
三
期
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
新
羅
仏
教
と
の
接
触
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
白
鳳
仏
教
が
開
花
し
た
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
飛
鳥
・

白
鳳
仏
教
は
旧
訳
経
典
に
よ
っ
て
お
り
、
奈
良
仏
教
は
、
玄
排
ら
の
新
訳
経
典
に
よ
っ
て
い
る
が
、
白
鳳
時
代
に
新
訳
経
典
が
伝
え
ら

れ
た
の
も
新
羅
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
田
村
氏
の
所
説
の
如
く
、
仏
教
伝
来
よ
り
奈
良
時
代
前
期
に
至
る
仏
教
の
主
流
が
斯
様
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
百
済
・
高
句
麗
の

減
亡
後
の
日
本
仏
教
と
海
東
仏
教
と
の
か
か
わ
り
は
、
統
一
新
羅
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
頃
の
海
東
仏
教
は
、
唐
と
新
羅
と
の

関
係
は
必
ず
し
も
良
好
で
な
く
、
む
し
ろ
先
き
に
挙
げ
た
玄
暁
や
義
湘
ら
に
よ
る
新
し
い
仏
教
興
隆
の
気
運
が
あ
っ
た
。

わ
が
国
の
僧
道
昭
も
本
来
は
大
唐
遣
僧
の
一
人
と
し
て
第
二
期
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
玄
排
を
中
心
と
す
る
新
訳
経
典
を
背
景

と
し
た
新
し
い
時
代
の
担
い
手
で
あ
り
、
帰
朝
後
は
飛
鳥
法
興
寺
に
住
し
て
、
天
武
・
持
統
・
文
武
朝
の
有
力
な
僧
で
あ
っ
た
。
火
葬
始
源

の
問
題
も
こ
う
し
た
客
観
的
な
事
情
を
把
握
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
度
重
る
新
羅
使
者
の
来
日
、
遣
新
羅
使
、
遣
新
羅
僧
の
派
遣
の
な
か
で
、
文
武
王
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
課
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
年
（
六
八
一
）
冬
十
月
是
月
の
条
に

新
羅
使
者
、
至
而
告
曰
、
国
王
塊
。

と
あ
る
。
こ
の
王
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
文
武
王
で
あ
り
、
当
然
火
葬
送
終
の
こ
と
も
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
推
察
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
天
武
天
皇
の
崩
御
は
、
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
九
月
丙
午
曰
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
間
約
五
年
の
歳
月
が
あ
る
。
し
か
も
公

式
に
は
、
天
武
十
三
年
（
六
八
四
）
夏
四
月
に
は
小
錦
下
高
向
臣
麻
呂
を
大
使
と
し
、
小
山
下
都
努
臣
牛
甘
を
小
使
と
し
た
遣
新
羅
使
が
あ

り
、
翌
十
四
年
五
月
辛
未
に
帰
朝
、
学
問
僧
観
常
・
霊
観
が
来
朝
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
火
葬
が
新
羅
仏
教
の
影
響
で
あ
る
と
す
る
と
、

何
故
天
武
大
葬
が
火
葬
に
よ
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
天
武
天
皇
の
喪
礼
を
見
る
限
り
、
全
く
仏
教
的
葬
儀
の
様
相
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
儒
教
的
な
喪
葬
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

⑪
 

れ
る
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
「
天
武
天
皇
の
喪
礼
と
大
内
陵
」
で
述
べ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
如
く
考
え
る
。

天
武
天
皇
の
治
世
は
政
治
的
理
念
と
し
て
二
面
性
を
も
っ
て
い
た
。
一
っ
は
隋
唐
の
律
令
制
を
踏
襲
し
た
大
化
改
新
以
後
の
国
家
体
制
の

確
立
に
あ
る
。
も
う
一
っ
は
百
済
救
援
と
白
村
江
敗
戦
以
後
の
新
羅
へ
の
対
応
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
献
の
記
載
例
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く

明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
武
天
皇
の
政
治
的
施
策
ほ
む
し
ろ
前
者
で
あ
り
、
新
羅
へ
の
対
応
は
外
交
施
策
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
し

た
が
っ
て
理
念
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
隋
唐
制
に
よ
る
律
令
国
家
の
樹
立
が
主
体
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
一
方

で
は
新
羅
を
媒
介
と
し
た
仏
教
の
導
入
を
拒
絶
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
二
面
性
が
喪
葬
に
お
け
る
「
礼
」
そ
の
も
の
は
、
奉
誅

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
中
国
的
官
制
を
主
体
と
し
て
行
わ
れ
、
こ
れ
と
は
別
に
「
梵
衆
発
哀
」
も
許
さ
れ
を
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
か

ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
持
統
天
皇
か
ら
文
武
天
皇
に
至
る
間
の
事
情
は
か
な
り
異
る
と
受
け
と
れ
る
。
特
に
持
統
天
皇
ほ
即
位
直
後
以
来
、
大
津
皇
子

の
変
、
皇
太
子
草
壁
皇
子
の
斃
去
や
四
年
間
の
称
制
を
経
て
天
武
天
皇
の
遣
業
継
承
、
藤
原
遷
都
な
ど
政
治
的
課
題
が
多
い
。
反
面
、
天
武

天
皇
の
奉
為
の
内
裏
に
お
け
る
無
遮
大
会
や
経
典
の
講
説
、
造
仏
開
眼
、
布
施
行
な
ど
作
善
業
が
多
く
な
る
。
文
武
天
皇
に
譲
位
後
も
、
こ

の
業
行
は
続
く
な
か
で
道
昭
の
遷
化
し
、
そ
の
遺
教
に
よ
っ
て
火
葬
さ
れ
る
と
い
う
、
新
し
い
葬
礼
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
前
例
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と
な
り
、
新
羅
文
武
王
の
火
葬
の
例
に
な
ら
っ
て
、
持
統
太
上
天
皇
自
ら
火
化
葬
終
に
よ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
ま
た
前
例
と

な
り
、
文
武
天
皇
を
は
じ
め
、
元
明
天
皇
（
養
老
五
年
）
、
天
正
天
皇
（
天
平
二
十
年
）
、
藤
原
不
比
等
（
養
老
元
年
）
、
武
智
麻
呂
（
天
平

九
年
）
、
大
皇
太
后
宮
子
（
天
平
勝
宝
六
年
）
や
正
四
位
上
文
祢
麻
呂
（
慶
雲
四
年
）
、
正
五
位
下
威
奈
真
人
大
村
（
同
年
）
な
ど
有
位
官
人

に
い
た
る
ま
で
火
葬
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
が
孝
謙
天
皇
以
後
、
新
羅
と
の
関
係
は
疏
遠
に
な
り
、

令
大
宰
府
造
行
軍
式
。
以
将
伐
新
羅
也
。

と
い
う
事
態
に
な
る
。
そ
れ
に
相
対
す
る
よ
う
に
遣
唐
使
、
遣
唐
僧
の
往
来
が
活
発
化
す
る
こ
と
に
比
例
し
て
、
朝
廷
に
お
け
る
火
葬
は
行

わ
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
一
方
で
は
す
で
に
波
及
し
た
火
葬
の
習
は
奈
良
時
代
後
期
に
な
っ
て
も
継
続
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

あ
る
こ
と
に
な
る
。

や
が
て
淳
仁
天
皇
天
平
宝
字
―
―
一
年
（
七
五
九
）
六
月
壬
子
の
条
の

わ
が
国
に
お
け
る
火
葬
の
始
源
と
そ
の
消
長
は
、
新
羅
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が

新
羅
に
お
け
る
火
葬
に
関
す
る
見
解
と
し
て
、
最
も
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
斎
藤
忠
氏
で
あ
る
。

斎
藤
氏
は
「
新
羅
火
葬
骨
壺
考
」
の
序
に
お
い
て
、
文
武
王
の
火
葬
や
中
国
に
お
け
る
薄
葬
の
文
献
を
挙
げ

中
国
の
薄
葬
の
気
運
が
新
羅
に
も
及
ん
で
き
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

し
か
も
夙
に
仏
教
は
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ

こ
の
よ
う
な
時
代
の
雰
囲
気
を
考
え
る
と
、
文
武
王
の
こ
の
遺
詔
は
必
ず
し
も
異
例
で
な
く
、
当
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
に
、

中
国
の
薄
葬
化
の
影
響
と
仏
教
思
想
の
侵
潤
と
に
よ
っ
て
、
西
国
の
火
葬
の
式
が
採
用
さ
れ
る
機
運
が
醸
し
だ
さ
れ
た
こ
と
は
自
然
の

推
移
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
文
武
王
の
最
後
は
、
日
本
に
火
葬
の
伝
え
ら
れ
た
頃
に
わ
ず
か
に
一
歩
先
ず
る
天
武
天
皇
の
世
に
あ
た
り
、

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
火
葬
の
伝
播
と
同
じ
波
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
た
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
時
代
な
の
で
あ
る
。

る。

五
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と
さ
れ
る
。
こ
の
所
説
を
要
約
す
れ
ば
、
火
葬
は
蔀
葬
と
仏
教
思
想
の
侵
潤
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
受
容
す
る
気
運
が
あ
り
、
そ
う
し
た
な
か

に
中
国
か
ら
新
羅
へ
と
伝
わ
り
、
具
体
的
に
は
文
武
王
の
火
葬
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
か
ら
日
本
に
伝
播
し
た
の
と
同
じ
波
で
あ
り
、
ほ

ぽ
同
時
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
多
少
疑
問
が
あ
る
。
私
見
と
異
る
点
は
、
新
羅
に
火
葬
受
容
の
気
運
が
自
然
に
醸
し
出
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
く
、
新
羅
仏
教
が
元
暁
、
義
湘
ら
の
北
事
出
に
よ
っ
て
唐
仏
教
を
基
調
と
し
て
新
し
い
海
東
仏
教
を
興
隆
さ
せ
よ
う
と
し
た
な

か
で
、
文
武
王
が
熱
烈
な
仏
教
徒
と
な
り
、
自
ら
西
国
の
式
に
よ
る
火
葬
を
遺
詔
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
こ
れ
が
ま
た
わ
が
国
へ
の
影
響

を
も
た
ら
し
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
佃
道
昭
に
は
じ
ま
り
、
先
ず
持
統
・
文
武
天
皇
の
火
葬
へ
と
発
展
し
、

律
令
制
下
の
官
人
層
へ
と
波
及
す
る
に
至
っ
た
と
の
試
考
で
あ
る
。

武
智
麻
呂
（
七
三
七
）
、
太
皇
太
后
宮
子
（
七
五
四
）
、

さ
ら
に
窯
塚
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
火
葬
と
、
道
昭
で
は
じ
ま
り
、
持
統
・
文
武
・
元
明
・
元
正
天
皇
と
続
き
、
藤
原
不
比
等
（
七
二

0
)、

か
ら
律
令
制
下
の
官
人
に
及
ぶ
火
葬
と
は
、
造
体
処
理
と
し
て
火
葬
の
方
法
と
い
う

問
題
と
は
次
元
を
異
す
る
背
景
が
あ
り
、
こ
れ
は
明
確
に
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
古
代
火
葬
墓
の
う
ち
、
文
献
や
墓
誌
に
よ
っ
て
、
火
葬
さ
れ
た
人
物
の
判
明
す
る
の
は
二
十
四
名
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
僧

侶
は
道
昭
、
道
薬
、
行
基
で
あ
り
、
天
皇
は
持
統
・
文
武
・
元
明
・
元
正
、
他
の
多
く
は
、
律
令
官
人
で
あ
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
ま
た
年

代
的
に
み
て
も
、
文
武
天
皇
四
年
の
道
昭
の
火
葬
か
ら
、
乎
城
遷
都
ま
で
の
間
に
は
、
大
宝
三
年
の
持
統
太
上
天
皇
、
慶
雲
四
年
四
月
卒
の

正
五
位
下
威
奈
大
村
卿
、
同
年
九
月
卒
の
正
四
位
下
文
祢
麻
呂
、
同
年
十
二
月
の
文
武
天
皇
、
和
銅
元
年
十
一
月
の
下
道
隙
勝
囲
依
母
夫
人
、

和
銅
元
年
に
卒
し
三
年
十
月
に
火
葬
さ
れ
た
従
七
位
下
伊
福
部
徳
足
比
売
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
道
昭
か
ら
以
後
十
年
間
の
火
葬
の
実
態
は
僧
、

天
皇
、
官
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
官
人
が
果
し
て
仏
教
徒
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
本
来
、
火
葬
は
仏
教
の
み
の
も
の
で
は
な

い
。
た
だ
仏
伝
で
釈
迦
が
荼
砒
に
ふ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
釈
迦
を
し
た
う
仏
教
徒
が
こ
れ
に
従
う
と
い
う
の
で
あ
っ
て
制

で
は
な
い
。
文
武
王
も
、
道
昭
も
た
だ
こ
れ
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
持
統
・
文
武
天
皇
が
火
葬
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

当
時
に
官
人
に
と
っ
て
、
思
想
的
な
問
題
よ
り
も
、
そ
れ
に
従
う
と
い
う
考
え
方
の
方
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
こ
と
は
、
要
す
る
に
道
昭
の
火
葬
は
、
明
ら
か
に
釈
迦
伝
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
り
、
持
統
・
文
武
天
皇
の
場
合
は
、
崇
仏
者
で
あ

つ
い
で
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っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
新
羅
文
武
王
の
火
葬
か
ら
の
影
響
と
考
え
、
以
後
の
官
人
の
火
葬
は
、
仏
教
思
想
と

い
う
よ
り
も
、
律
令
体
制
下
の
官
人
的
な
あ
り
方
と
し
て
理
解
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を
強
い
て
仏
教
思
想
に
則
っ
て

理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
仏
教
伝
来
以
後
も
神
仏
を
共
に
崇
め
、
ま
た
後
世
、
神
仏

習
合
の
思
想
を
生
む
日
本
人
的
国
民
性
の
も
つ
宗
教
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
上
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
新
し
い
思
想
、
文
化
の
受
容

に
際
し
て
み
ら
れ
る
基
調
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
こ
の
頃
の
墓
誌
を
検
討
し
て
も
、
何
ら
仏
教
的
な
内
容
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば

①
威
奈
大
村
の
墓
誌
（
骨
蔵
器
、
蓋
）

…
…
…
…
空
対
泉
門
長
悲
風
燭

②
下
道
固
勝
圏
依
母
夫
人
墓
誌
（
骨
蔵
器
、
蓋
）

…
…
…
…
故
知
後
人
明
不
可
移
破

③
伊
福
吉
部
徳
足
比
売
墓
誌
（
骨
蔵
器
、
蓋
）

…
…
故
末
代
君
等
不
応
崩
壊
、
上
件
如
故
謹
録
鉾

④
美
奴
岡
万
墓
誌
（
長
方
形
墓
誌
）

・・: .. 
（
事
蹟
略
）
…
…
偲
斯
文
納
置
中
墓

⑤
石
川
年
足
墓
誌
（
長
方
形
墓
誌
）

…
…
。
礼
也
。
儀
形
百
代
冠
益
千
年
夜
台
荒
寂
松
柏
含
煙
鳴
呼
哀
哉

と
あ
る
。
墓
誌
の
内
容
は
通
例
は
官
位
、
氏
名
、
鹿
卒
年
月
日
で
あ
り
、
ま
た
後
世
発
見
し
た
場
合
毀
損
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
、

他
は
哀
悼
の
意
を
銘
し
た
も
の
な
ど
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
火
化
送
葬
は
新
羅
と
の
国
交
が
薄
ら
ぎ
、
再
び
中
国
と
の
交
流
が
積
極
的
に
な
る
と
聖
武
天
皇
以
後
の
天
皇
位
の
火
葬

は
な
く
な
り
、
遣
唐
使
が
療
止
に
な
る
と
、
嵯
峨
天
皇
の
薄
葬
や
淳
和
天
皇
の
散
骨
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
前
後
、
新
羅
国
王
は
盛
ん
に
散
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石
田
茂
作
「
総
説
」
『
新
版
日
本
仏
教
考
古
学
講
座
〈
墳
墓
〉
』

和
五
十
年

②
久
保
常
晴
「
火
葬
の
類
型
と
展
開
」
右
同
書

③
森
郁
夫
「
日
本
古
代
の
墳
墓
ー
近
畿
」
右
同
書

④
佐
藤
安
平
「
主
要
文
献
解
題
」
同
書

⑤
斎
藤
忠
「
火
葬
の
初
め
」
『
墳
墓
』
昭
和
五
十
三
年

⑥
藤
沢
一
夫
「
火
葬
墳
抵
の
流
布
」
『
新
版
考
古
学
講
座
6
』
（
有
史

文
化
上
）
昭
和
四
十
五
年

東
野
治
之
『
日
木
古
代
の
墓
誌
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資

〔
付
記
〕
本
文
成
稿
直
後
、
奈
良
市
此
瀬
町
に
て
銅
板
に
「
左
京
四
條
坊
従
四
位
下
煎
五
等
太
朝
臣
安
萬
侶
以
癸
亥
七
月
六
日
卒
之
蓑
老
七
年
十
二
月

十
五
日
乙
巳
」
と
銘
し
た
太
安
萬
侶
の
墓
誌
と
火
葬
墳
と
推
定
さ
れ
る
墳
墓
が
出
土
し
た
。
上
代
火
葬
墓
に
関
す
る
新
し
い
資
料
の
検
出
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
稿
の
論
旨
を
書
き
改
め
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
、
そ
の
ま
ま
印
刷
と
付
し
た
。

⑦
 

①註

昭

⑫ ⑪ ⑩
 

⑨ ⑧ 

の
消
長
は
、
新
羅
と
関
係
す
る
事
象
が
多
い
と
み
る
こ
と
も
―
つ
の
思
考
で
は
な
か
ろ
う
か
。

料
館
昭
和
五
十
二
年

『
三
国
遣
事
』

『
宋
高
僧
伝
』
巻
第
四
「
唐
新
羅
国
義
湘
伝
」

元
暁
伝
」

田
村
円
澄
氏
は
道
昭
の
伝
え
た
の
は
法
相
宗
で
は
な
く
摂
論
宗
で
あ

る
と
強
調
さ
れ
る
。
『
飛
鳥
・
白
鳳
仏
教
論
』
昭
和
五
十
年

網
干
善
教
「
天
武
天
皇
の
喪
葬
と
大
内
陵
」
『
古
代
史
の
研
究
』
創

刊
号
昭
和
五
十
＿
―
-
年

斎
藤
忠
「
新
羅
火
葬
骨
壺
考
」

十
八
年

『
新
羅
文
化
論
孜
』
所
輯

骨
を
遺
命
し
て
い
る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

昭
和
四

わ
が
国
に
お
け
る
火
葬

「
唐
新
羅
国
黄
龍
寺
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